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○ 建 設 省 告 示 第   号 

 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 二 十 九 条 の 二 の 五 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 建 築 物 に 設 け る 飲 料 水 の 配 管 設 備 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 平 成  年  月   日 

                                     建 設 大 臣 中 山 正 暉  

   建 築 物 に 設 け る 飲 料 水 の 配 管 設 備 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 

 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 二 十 九 条 の 二 の 五 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 飲 料 水 の 配 管 設 備 （ こ れ と

給 水 系 統 を 同 じ く す る 配 管 設 備 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 定 め る も の と す

る 。 

一 配 管 設 備 の 材 質 は 、 不 浸 透 質 の 耐 水 材 料 そ の 他 水 が 汚 染 さ れ る お そ れ の な い も の と す る こ と 。 

二 配 管 設 備 の う ち 当 該 設 備 と そ の 外 部 を 区 画 す る 部 分 の 材 質 を 前 号 に 掲 げ る 材 質 と し 、 か つ 、 配 管 設 備

の 内 部 に 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 活 性 炭 等 の
ろ

濾 材 そ の 他 こ れ に 類 す る も の （ 以 下 「
ろ

濾 材 等 」 と い
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う 。 ） を 内 蔵 し た 装 置 を 設 け る こ と 。 

イ 容 易 に 清 掃 、 点 検 又 は 交 換 で き る 構 造 と す る こ と 。 
ロ 逆 止 弁 を 設 け る 等 逆 流 を 防 止 で き る 構 造 と す る こ と 。 

ハ 

ろ
濾 材 等 が 飲 料 水 に 流 出 し な い こ と 。 

ニ 

ろ
濾 材 等 に よ り 飲 料 水 中 の 残 留 塩 素 が 除 去 さ れ る 構 造 の 装 置 に あ っ て は 、 配 管 設 備 に 有 効 に 塩 素 消 毒

設 備 を 設 け る こ と 。 た だ し 一 の 住 戸 又 は 一 団 と し て 設 け ら れ た 水 栓 に の み 給 水 す る 配 管 設 備 に 設 け る

装 置 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

   附 則 

 こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 


